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朝霞市庁内用封筒広告掲載募集要項  

 

１ 掲載種類  

長形３号封筒（庁内用定型大封筒）  

２ 掲載規格  

１区画縦４．５センチメートル×横１０センチメートル  

３ 掲載位置  

封筒の裏面の４区画のうち１応募に対して１区画（別紙参照）です。ただ

し、２区画以上の掲載について希望を受け付けます。  

４ 掲載期間  

封筒の使用が終了するまでです。  

５ 掲載料 

１区画につき３０ ,０００円です。なお、１回の契約枚数は３０ ,０００枚

です。  

６ 掲載制限  

(１) 市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの  

(２) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律

第１２２号）第２条に掲げる営業の宣伝に係るもの  

(３) 貸金業法（昭和５８年法律第３２号）第２条の適用を受ける業種の宣

伝に係るもの  

(４) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの  

(５) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの  

(６) 美観風致を害するおそれのあるもの  

(７) 個人名が記載されているもの（ただし、個人名が商店等の名称に使用

されている場合を除く。）  

(８) あたかも市、国、及び他の地方公共団体等が推奨しているかのような

誤解を与えるおそれがあるもの  

(９) 土地・建物の個別物件又は個別商品・サービスの説明・売買紹介に係

るもの  

(１０) その他、広告として掲出することが妥当でないと市長が認めるもの  

７ 掲載責任  

広告の内容及び広告の内容に起因して生じた損害の責任は、広告主に帰属

するものとします。  



８ 申込方法  

朝霞市有料広告掲出要綱（以下「要綱」という。）第５条に規定する朝霞

市有料広告掲出申込書に広告の原稿案を添えて、申込期間内に申し込んでく

ださい。なお、１度提出された原稿案は、朝霞市に帰属するものとします。  

９ 掲載決定  

広告掲載の可否を決定した結果は、要綱第６条第２項に規定する朝霞市有

料広告掲出決定通知書により申込者に通知します。なお、申込みが募集区画

数を超えた場合は、要綱第３条の優先順位により決定し、同一の優先順位の

場合は、原則として抽選で決定します。  

１０  掲載の優先順位  

次の表のとおりとします。  

第１順位  公共的性格のある

私企業・団体等で

市内に事業所等を

有するもの  

電力会社、ガス供給会社、鉄道会社、バス

会社、水道関連事業所、通信関連会社、放

送関連事業、金融機関、第３セクター、医

療機関、社会福祉民間事業者、ＮＰＯ団体

等 

第２順位  第１順位に掲げる

も の 以 外 の 私 企

業・団体等で市内

に事業所等を有す

るもの  

デパート、スーパーマーケット、小売店・

商店会、スポーツ施設、ホテル、展覧会・

演劇・コンサート・美術展・その他催し等

の案内、私立学校、人材募集関係、葬儀

社、自営業者の仕事紹介、書道教室の生徒

募集、会社案内、有料行事案内、通信販売

会社等  

第３順位  その他掲載の要件

を満たすもの  

 

１１  納付方法  

掲載決定後、特別な理由がないかぎり市長の指定する期日までに、一括前

納してください。なお、広告の作成経費その他掲載に係る一切の費用は、広

告主の負担となります。  

１２  料金の還付  

一度納入された掲載料金は、特別な理由がないかぎり原則として返金され

ません。  

１３  掲載の取消  



指定された期日までに納付がない場合は、決定を取り消すことになります。  

※不明な点がありましたら下記までご連絡ください。  

連絡先  朝霞市役所総務部人権庶務課人権庶務係  

０４８―４６３―１７３８（直通）  


